
平成26年度 教職員研修受講手続き等（高等学校、特別支援学校） 

１ 受講手続き 

区分 研修名 受講手続き 

基
本
研
修 

初任者研修（高・特） 

新規採用養護教諭研修 

新規採用学校栄養職員研修 

○総合教育センター所長が受講者を指定し、４月１日付

けで校長に通知します｡ 

教職２～５年目研修（高・特） 

養護教諭２～５年目研修 

養護教諭５年目研修 

学校栄養職員２～５年目研修 

学校栄養職員５年目研修 

教職10年目研修（高・特） 

養護教諭10年目研修 

学校栄養職員10年目研修 

教職20年目研修（高・特） 

○総合教育センター所長が受講者を指定し、「平成26年

度基本研修受講者について（通知）」によって４月 14

日付けで校長に通知します｡ 

※教職20年未満でも本年度中に50歳になる教員を教職

20年目研修（高・特）の受講者として指定します｡ 

○校長は、指定変更の有無及び変更の理由を「平成 26

年度基本研修 の受講者について（報告）」によって、

４月末日までに総合教育センター所長に報告します｡

専
門
研
修
１ 

校長研修（高・特）  

新任校長研修（高・特） 

教頭２年目研修（高・特） 

新任教頭研修（高・特） 

新任主幹教諭研修（高・特） 

新任係長級学校栄養職員研修 

○総合教育センター所長が受講を指定し、４月１日付け

で校長に通知します｡ 

○校長は、受講者を「受講者報告名簿」によって、４月

８日までに総合教育センター所長に報告します｡ 

新任免許外教科担任研修（中） 

産業教育基礎技術研修〔農業科〕 

産業教育基礎技術研修〔工業科〕 

産業教育基礎技術研修〔商業科〕 

産業教育基礎技術研修〔家庭科〕 

理科・基礎実験研修（高） 

英語授業力向上研修（高） 

英語授業力向上研修（中） 

校内支援体制研修 

特別支援教育推進者研修（高） 

特別支援学校新任教員研修 

職業教育指導力向上研修 

自立活動指導者研修 

新任教務主任研修（高・特） 

新任学年主任研修（高） 

新任学習指導主任研修（高・特） 

新任生徒指導主事研修（高・特） 

新任進路指導主事研修（高・特） 

新任栄養教諭研修 

新任道徳教育推進教師等研修 

人権教育指導者専門研修 

○総合教育センター所長が、各研修開催要項に示してあ

る対象と定員及び「専門研修１対象者及び学校割当」

によって、４月１日付けで学校宛に受講者を割当てま

す｡ 

○校長は、学校に割当てられた研修の受講者を、「受講

者報告名簿」によって、４月８日までに総合教育セン

ター所長に報告します｡ 

○総合教育センター所長は、その報告に基づいて、受講

者を指定し４月23日付けで校長に通知します｡ 

※英語授業力向上研修（中）は、県立中学校を対象とし

ます。 

ネクストステージ研修 ○総合教育センター所長が受講者を指定し、５月 20 日

付けで校長に通知します。 

教育相談指導者養成研修（高） ○総合教育センター所長が受講者を指定し、４月 23 日

付けで校長に通知します。 



専
門
研
修
２ 

学校図書館研修 

教科等専門研修 

小学校理科観察実験研修〔初級〕 

小学校理科観察実験研修〔中級〕 

環境学習プログラム研修 

ＩＣＴ活用研修（エクセル入門） 

ＩＣＴ活用研修（エクセルマクロ） 

ＩＣＴ活用研修（パワーポイント入門） 

ＩＣＴ活用研修（動画編集） 

ＩＣＴ活用研修（ホームページ構築） 

ＩＣＴ活用研修（書画カメラ、電子黒板の活用）

校内研修ステップアップ講座〔授業研究〕 

産業教育専門研修〔農業科〕 

産業教育専門研修〔工業科〕 

産業教育専門研修〔商業科〕 

産業教育専門研修〔家庭科〕 

実習助手研修 

教育相談基礎研修 

教育相談課題研修〔いじめの理解と対応〕 

教育相談課題研修〔不登校の理解と対応〕 

教育相談実践研修〔保護者との連携〕 

障害のある子どもの指導充実研修Ⅰ〔知的障害〕 

障害のある子どもの指導充実研修Ⅱ〔自立活動の指導〕

障害のある子どもの指導充実研修Ⅲ〔重複障害〕 

障害のある子どもの指導充実研修Ⅳ〔授業改善〕 

障害のある子どもの指導充実研修Ⅵ〔今日的課題〕 

発達障害のある子どもの教育支援研修 

早期教育相談担当者基礎研修 

初心者のための田中ビネー知能検査Ⅴ研修 

トップセミナー〔幼・保・小〕 

特別支援教育研修〔幼･保･小〕 

スキルアップセミナーⅠ〔幼児期からの体づくり〕 

スキルアップセミナーⅡ〔要録の活用〕 

○校長は、受講希望者を「受講者推薦名簿」によって、

５月８日までに総合教育センター所長に報告します｡ 

○総合教育センター所長は、各研修開催要項に示してあ

る対象と定員によって人数を整理し、５月 20 日付け

で「平成26年度専門研修受講者について（通知）」に

より、受講者を指定し、校長に通知します｡ 

※平成 26 年度新規採用実習助手は、実習助手研修を必

ず受講します｡ 

専
門
研
修
３ 

とちぎの教育未来塾 

教職員サマーセミナー 

環境学習プログラム体験セミナー 

○とちぎの教育未来塾は８月末日までに、教職員サマー

セミナーは７月１日までに、リーフレットまたは総合

教育センターホームページを参照してください。 

○環境学習プログラム体験セミナーは各実施日15日前

までに、総合教育センターホームページを参照してお

申込みください。 

教科自主研修（高・特） ○校長は、総合教育センター研修部長と連絡を取り、そ

の後「教科自主研修申込書」（様式）を総合教育セン

ター所長あて提出します。 

※生涯学習研修の詳細については、とちぎレインボーネットを参照してください。 

備考 (1）基本研修と新任研修が重なった場合は、新任研修を優先して受講し、次年度以降に基本研修を受講す

る。ただし、該当年度に両方受講することができます。 

（2）研修は、全日程を通じて同一人が受講してください。 

２ 指定変更 

（1） 初任者研修、新規採用養護教諭研修、新規採用学校栄養職員研修以外の基本研修について、参加困難な者

がいるかどうかを確かめて、指定変更の有無及び変更の理由を「平成 26 年度基本研修受講者について（報

告）」によって、４月末日までに総合教育センター所長に報告してください。 

（2） 上記以外の研修の指定変更や割当て変更及び年度途中の変更等がある場合には、その事情を総合教育セン

ター所長に連絡してください。 



３ 研修の欠席連絡について 

受講者が欠席するときは、原則として研修開始時刻までに、校長が総合教育センター所長にその旨を連絡し

てください。 

 

４ 専門研修１対象者及び学校割当（高等学校、特別支援学校） 

研 修 名 対    象 

新任免許外教科担任研修（中） 特別支援学校中学部の教員で受講を希望する者。 

産業教育基礎技術研修 教職３年目に該当する高等学校の農業科・工業科・商業科・家庭科担当教員。

理科・基礎実験研修（高） 教職３年目及び４年目に該当する理科担当教員。 

英語授業力向上研修（高） 

高等学校の英語科担当教員（各校１人）。 

本年度の学校割当については、以下の通りです。 

宇東高、宇北高、宇女高、白楊高、宇商高、鹿東高、鹿商工高、今工高、

上  高、小  高、小西高、小城高、栃女高、栃工高、学悠館高、壬  高、

佐東高、足  高、足女高、清風高、真女高、真工高、 茂 高 、馬 高、

大女高・大東高、那拓高、那  高、黒南高、矢東高、さくら高 
 

校内支援体制研修 

各学校の児童・生徒指導の実態に応じて教育相談及び特別支援教育を推進し、

校内支援体制の整備・充実に向けて中心的な役割を担う教員（教育相談係主任、

特別支援教育コーディネーター、生徒指導主事など）。 

本年度の学校割当については、以下の通りです。 

宇北高、宇女高、宇工高、鹿商工高、小城高、栃 高、壬 高、佐 高、

北陵高、清峰高、黒 高、宇高(通）、真高(定） 
 

特別支援教育推進者研修（高） 

本年度の特別支援教育コーディネーター。 

ただし、これまでに新任特別支援教育コーディネーター研修（高等学校）、特

別支援教育推進者研修（高等学校）を受講した者を除く。 

特別支援学校新任教員研修  本年度、特別支援学校に初めて着任した教諭。 

職業教育指導力向上研修 

特別支援学校高等部において職業教育に関連の深い各教科や各教科等を合わ

せた指導等において、その指導計画の作成や指導の中心となる教員（各校１

人）。 

自立活動指導者研修 
自立活動の指導充実を図る上で指導的役割を担う教員 （各校１人）。ただし、

平成23年度以降に本研修を受講した者を除く。 

新任教務主任研修（高・特） 

新任学年主任研修（高） 

新任学習指導主任研修（高・特） 

新任生徒指導主事研修（高・特） 

新任進路指導主事研修（高・特） 

平成26年度の各新任主任・主事。 

ただし、該当する研修を過去に受講した者を除く。  

教務担当主幹教諭のうち、新任教務主任研修（高・特）を受講していない者は、

新任教務主任研修（高・特）を受講する。 

生徒指導担当主幹教諭のうち、新任生徒指導主事研修（高・特）を受講してい

ない者は、新任生徒指導主事研修（高・特）を受講する。 

進路担当主幹教諭のうち、新任進路指導主事研修（高・特）を受講していない

者は、新任進路指導主事研修（高・特）を受講する。 

新任道徳教育推進教師等研修 特別支援学校の新任道徳教育推進教師等。 

新任栄養教諭研修 新任栄養教諭。 

人権教育指導者専門研修 

人権教育主任等。ただし、平成25年度までに同和教育研修、人権教育研修、

人権教育指導者専門研修のいずれかを受講した者を除く。 

本年度の学校割当については、以下の通りです。 

宇東高、清陵高、白楊高、鹿南高、今 高、石 高、栃工高、松桜高、

足工高、芳星高、烏 高、矢 高、高 高、富特校、岡特校、那特校、

佐高附中 
 

 


